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別府市ＯＮＳＥＮツーリズム部指定管理候補者の選定にあたり、別府市ＯＮＳＥＮツ

ーリズム部指定管理候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）は、応募者から

提出された提案書類等により協議を行った結果、次のとおり選定しましたので、ここに

報告します。 
 
                        平成２８年１０月２６日 
 
別府市長  長野 恭紘  殿 

 
 

別府市ＯＮＳＥＮツーリズム部 
指定管理候補者選定委員会 

委員長 河村 貴雄 
 
 



１ 選定結果について 
選定委員会は、別府市ＯＮＳＥＮツーリズム部が所管する公の施設（志高湖野営場ｸﾞ

ﾙｰﾌﾟ）の指定管理者の指定を行うため公募した施設について、「別府市営阿蘇くじゅう

国立公園志高湖野営場の設置及び管理に関する条例」、「別府市神楽女駐車場の設置及び

管理に関する条例」、「志高湖野営場ｸﾞﾙｰﾌﾟ指定管理者募集要項」及び「志高湖野営場グ

ループ指定管理者業務仕様書」に基づき、応募提案書類等を厳正に審査した結果、次の

団体を指定管理者の候補者として選定した。 
 

記 
 
 別府市ＯＮＳＥＮツーリズム部が所管する公の施設に係る指定管理候補者選定一覧表 

 施設名 指定期間 候補者名 

１ 志高湖野営場ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
平成２９年４月１日～ 

平成３４年３月３１日 

一般財団法人 

別府市綜合振興センター 

 
２ 審査方法（概要） 
   各応募内容（平成２８年９月３０日提出締切）について、施設所管課において第１
次審査として資格審査を行い、選定委員会において第２次審査として事業計画等の内容

審査及び面接審査を行った上で協議し、指定管理者の候補者を選定した。 
 
３ 選定委員会の開催経緯 
（１） 第１回選定委員会＜平成２８年８月１８日＞ 

ア） 公募の条件（募集要項等）について決定 
イ） 選定基準及び配点について決定 
ウ） 審査方法及び採点方法について決定 

（２） 第２回選定委員会＜平成２８年１０月１７日＞ 
ア） 内容審査及び面接審査の実施 
イ） 指定管理候補者の協議・選定 
ウ） 同 選定理由の協議 

 
４ 審査結果 
（１） 資格審査 

申請者の資格（団体であること、市税並びに消費税及び地方消費税を滞納し

ていないこと等）については、指定申請書に添付された官公署の証明書類との



照合等により、いずれの申請者も適合していることを施設所管課が確認した。 
  
（２） 事業計画の審査 

審査に先立ち、審査方法（選定基準及び配点等）について、協議し決定した。 
① 選定基準及び配点について 

事業計画の選定基準は、別府市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関す

る条例第３条第１項第１号から第４号に定める４つとした。 
なお、４つの選定基準については、いずれも公の施設の管理を代行させるた

めに必要な条件であるため、４つの選定基準に４０点から６０点を配点し、委

員１人当たりの満点を２００点として、その合計点を評価点とした。 
     【選定基準】 

● 住民の平等な利用が確保されるとともに、サービスの向上が図られも

のであること。 
● 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。 
● 管理の経費の縮減が図られるものであること。 
● 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有しているものである

こと。 
② 採点の基準 

 採点に当たっては、次の各号に揚げる区分の評価に従い、当該各号の配点に
よるものとする。 
（ア） 特に優れている 
（イ） 優れている 
（ウ） 標準 
（エ） 劣っている 

③ 審査について 
 申請者から提出された事業計画書及び面接の審査を基に、各委員が評価（採
点）し、全委員の評価を集計した後、（採点結果を参考として）選定委員会と

して協議を行った結果、指定管理者としてより期待の持てる提案をした者を、

委員会の総意として候補者に選定した。 
 
評価項目、配点等 

選定基準 審査の項目 配点 

1 住民の平等な利用が確保さ

れるとともに、サービスの向

上が図られるものであるこ 

(1)施設の設置目的及び別府市が

示した管理の方針 
50 点×5人 

＝250 



 
と。 

（別府市公の施設の指定の

手続き等に関する条例第３

条第１号） 

(2)平等な利用を図るための具体

的手法及び期待される効果 

 
(3)サービスの向上を図るための

具体的手法及び期待される効果 

2 公の施設の効用を最大限に

発揮するものであること。 

（市条例第３条第２号第４

号） 

(1)利用者増を図るための具体的

な手法及び期待される効果 

60 点×5人 

＝300 (2)施設の維持管理の内容、適格性

及び実現の可能性 

3 管理の経費の縮減が図られ

るものであること。 

（市条例第３条第２号） 

(1)施設の管理運営に係る経費の

内容 
40 点×5人 

＝200 

4 事業計画書に沿った管理を

安定して行う能力を有して

いるものであること。 

（市条例第３条第３号） 

(1)収支計画の内容、適格性及び実

現の可能性 

50 点×5人 

＝250 

(2)安定的な運営が可能となる組

織体制 

(3)安定的な運営が可能となる経

理的基盤 

(4)類似施設の運営実績 

(5)情報保護の取組 

合計 1,000 点 

 
（３）審査結果 
   審査の結果、前述「１ 選定結果について」の中の「別府市ＯＮＳＥＮツーリズム部
が所管する公の施設に係る指定管理者選定一覧表」に記載の応募者から提出された提

案が、他者の提案より、将来的に公の施設の設置の目的をより効果的に達成すること

に期待が持て、公の施設の管理が今後も安定して行われる提案であると認め、指定管

理者の候補者として選定した。 
 
５ 審査講評 
 【志高湖野営場ｸﾞﾙｰﾌﾟ】  

一般財団法人別府市綜合振興センター 



 平成１８年度以降、当該グループの指定管理者として良好に指定管理業務を
行った実績を評価した。 
 さらに、各種マニュアルの整備によって各職員の業務水準を確保するなどサ

ービスの向上等に努めており、提案された指定管理料についても他の提案者よ

りも低額であって、あらゆる分野の業務の効率化により経費縮減を図るという

点を評価した。 
 施設周辺の優れた自然の風景地の特性を活かしつつ、提案がなされた自主事

業を地域の各団体等と連携して行うことにより、一層の利用者の増加及び満足

度の向上に期待したい。 
 


